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皇
紀
二
六
八
六

年
・
令
和
八
年
は

六
十
年
ぶ
り
に
力

強
い
飛
躍
と
繁
栄

の
年
と
云
わ
れ
る

丙
午
歳
を
迎
え
ま
し
た
。
新
春
を
寿
ぎ
、
先

ず
は
皇
室
の
ご
安
泰
、
日
本
国
の
繁
栄
と
世

界
の
平
和
を
祈
年
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
県

内
神
社
の
ご
繁
栄
と
神
職
及
び
氏
子
崇
敬
者

の
皆
様
方
の
益
々
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
お

祈
り
致
し
ま
す
。

畏
く
も
天
皇
皇
后
両
陛
下
に
お
か
れ
ま
し

て
は
上
皇
陛
下
の
御
心
を
継
承
な
さ
り
、
昨

年
は
大
東
亜
戦
争
終
結
八
十
年
の
節
目
に
硫

黄
島
で
の
戦
没
者
慰
霊
を
始
め
沖
縄
、
広
島
、

長
崎
を
ご
歴
訪
遊
ば
さ
れ
祈
り
を
捧
げ
ら
れ

ま
し
た
こ
と
、
あ
り
が
た
く
拝
し
た
次
第
で

す
。
こ
の
期
に
靖
國
神
社
を
始
め
、
全
国
護

國
神
社
で
は
終
戦
八
十
周
年
大
祭
が
執
行
さ

れ
、
国
家
国
民
の
為
に
散
華
さ
れ
た
英
霊
に

対
し
、
感
謝
と
慰
霊
の
誠
を
捧
げ
ま
し
た
。

本
宗
と
仰
ぐ
神
宮
に
お
か
れ
ま
し
て
は
令

和
十
五
年
第
六
十
三
回
式
年
遷
宮
に
向
か
い
、

昨
年
は
山
口
祭
、
御
杣
始
祭
を
始
め
諸
祭
が

行
わ
れ
い
よ
い
よ
本
格
的
に
準
備
が
始
ま
り

ま
し
た
。
今
年
は
四
月
か
ら
お
木
曳
行
事
が

執
行
さ
れ
ま
す
が
、
各
県
に
お
い
て
は
遷
宮

準
備
委
員
会
の
設
立
が
始
ま
り
、
遷
宮
に
向

け
て
神
社
関
係
者
心
一
つ
に
力
を
合
わ
せ
て

神
宮
大
麻
頒
布
と
遷
宮
事
業
完
遂
に
奉
賛
の

誠
を
捧
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

一
方
、
国
内
の
情
勢
に
目
を
向
け
る
と
昨

年
十
月
に
は
初
の
女
性
総
理
の
誕
生
と
高
市

早
苗
内
閣
の
発
足
に
よ
り
、
皇
室
の
伝
統
を

重
ん
じ
た
皇
位
継
承
制
度
の
確
立
と
憲
法
改

正
、
靖
国
神
社
護
持
問
題
に
更
な
る
前
進
が

図
ら
れ
る
こ
と
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
本
県
に
お
き
ま
し
て
は
、
神
社
庁
役

員
改
選
に
伴
い
、
昨
年
六
月
の
協
議
員
会
で

役
員
の
新
体
制
が
決
ま
り
、
第
一
歩
を
踏
み

出
し
ま
し
た
。
目
下
、
山
積
す
る
課
題
解
決

の
た
め
に
神
社
庁
運
営
検
討
委
員
会
、
過
疎

地
域
神
社
活
性
化
推
進
委
員
会
を
立
ち
上
げ

て
鋭
意
努
力
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
毎
年
開
催
し
て
ま
い
り
ま
し
た
県

神
社
関
係
者
大
会
は
一
昨
年
よ
り
三
年
に
一

度
の
開
催
に
変
更
と
な
っ
た
た
め
、
昨
年
も

十
一
月
十
二
日
の
神
社
庁
神
殿
例
祭
に
併
せ

て
恒
例
の
各
種
表
彰
伝
達
式
を
執
り
行
い
ま

し
た
。
永
年
斯
界
の
た
め
に
貢
献
さ
れ
受
賞

さ
れ
た
神
職
、
役
員
総
代
の
皆
様
、
又
神
社

護
持
の
た
め
に
多
額
の
浄
財
を
ご
寄
付
下

さ
っ
た
方
々
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
、
益
々

の
ご
健
勝
と
弥
栄
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。
今

年
は
三
年
に
一
度
の
県
神
社
関
係
者
大
会
を

九
月
に
出
雲
市
に
お
い
て
開
催
す
る
予
定
で

す
。
是
非
大
勢
の
方
々
に
ご
参
集
い
た
だ
き

充
実
し
た
大
会
に
致
し
た
く
、
ご
協
力
の
程

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
当
た
り
出
雲
、
石
見
、
隠
岐
を
お

護
り
下
さ
る
神
々
の
ご
加
護
の
も
と
氏
子
崇

敬
者
の
方
々
の
ご
家
庭
と
地
域
の
繁
栄
を
お

祈
り
致
し
、
併
せ
て
奉
務
神
社
の
維
持
と
ご

神
徳
の
昂
揚
並
び
に
県
神
社
庁
の
活
動
に
対

し
て
更
な
る
ご
尽
力
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と

致
し
ま
す
。

島
根
県
神
社
庁
長　

忌
部
正
孝

新
年
の

ご
挨
拶

新
年
の

ご
挨
拶
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明
け
ま
し
て
お

め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

令
和
八
年
丙
午

の
新
春
を
迎
え
、

皇
室
の
ご
安
泰
と
、
神
宮
を
は
じ
め
県
内
神

社
の
ご
隆
昌
、
更
に
皆
様
方
の
ご
多
福
を
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

常
日
頃
よ
り
、
氏
神
様
、
崇
敬
神
社
の
護

持
運
営
は
も
と
よ
り
、
島
根
県
神
社
庁
並
び

に
同
神
社
総
代
会
の
事
業
推
進
に
格
別
の
ご

理
解
、
ご
協
力
を
賜
っ
て
い
ま
す
こ
と
に
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

畏
く
も
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま
し
て

は
、
日
々
祭
祀
、
公
務
に
御
精
励
遊
ば
さ
れ

て
お
り
ま
す
こ
と
、
有
り
難
く
慶
賀
に
堪
え

な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。
天
皇
皇
后
両
陛
下

は
、
昨
年
終
戦
八
十
年
の
節
目
の
年
に
当
り
、

例
年
の
行
幸
啓
に
加
え
て
、
硫
黄
島
、
沖
縄

県
、
広
島
県
お
よ
び
長
崎
県
な
ど
各
地
に
ご

訪
問
な
さ
い
ま
し
た
。
各
々
の
慰
霊
碑
に
ご

拝
礼
遊
ば
さ
れ
て
、
戦
陣
に
散
り
戦
禍
に
倒

れ
た
人
々
の
御
霊
を
慰
め
鎮
め
ら
れ
る
御
姿

に
、
感
激
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。
両
陛
下
の
ご

健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

さ
て
、
本
宗
と
仰
ぎ
ま
す
神
宮
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
昨
年
よ
り
「
第
六
十
三
回
神
宮

式
年
遷
宮
」
の
遷
宮
諸
祭
、
諸
行
事
が
順
次

執
り
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
、
ご
同
慶
の

至
り
に
存
じ
ま
す
。
古
来
、
ご
遷
宮
は
国
家

の
重
儀
と
し
て
持
統
天
皇
の
御
代
に
初
め
て

斎
行
さ
れ
て
よ
り
千
三
百
年
の
間
、
先
人
が

努
力
に
努
力
を
重
ね
、
万
難
を
排
し
て
斎
行

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
近
づ
い
た
式

年
遷
宮
の
奉
斎
活
動
に
つ
い
て
、
我
々
に
課

せ
ら
れ
た
使
命
は
誠
に
重
大
な
も
の
で
あ
る

と
存
じ
ま
す
。
皆
様
に
は
、
令
和
十
五
年
秋

の
ご
遷
宮
に
向
け
、
何
と
ぞ
ご
協
力
を
戴
き

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

県
神
社
総
代
会
で
は
、
昨
年
七
月
に
役
員

改
選
が
行
わ
れ
、
私
こ
と
、
僭
越
な
が
ら
会

長
に
再
任
さ
れ
、
重
責
を
担
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
神
社
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
さ

を
増
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
管
理
し
て

い
く
う
え
で
数
々
の
問
題
に
直
面
し
て
お
り

ま
す
。
吉
崎
、
高
橋
両
副
会
長
を
始
め
役
員

が
一
致
団
結
し
、
運
営
に
努
力
致
す
所
存
で

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
皆
様
方
の
ご
指
導
、
ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

県
神
社
総
代
会
の
歩
み
も
五
十
年
以
上
に

わ
た
り
歴
史
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
今
こ
そ
、

大
御
代
の
弥
栄
と
斯
道
の
興
隆
の
た
め
心
血

を
注
が
れ
た
先
人
達
の
苦
労
を
忘
れ
る
こ
と

な
く
、
そ
の
崇
高
な
精
神
を
次
代
に
継
承
発

展
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
共

に
ご
尽
力
戴
き
た
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

結
び
に
、
本
年
こ
そ
平
和
が
回
復
し
、
安

寧
の
日
々
が
訪
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
、
年
頭

の
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

島
根
県
神
社
総
代
会
長木

佐
明
宏
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月 日 曜 主催 行事 場所

6
未定 中国地区氏青神青 中国地区氏青神青合同研修会 岡山県倉敷市
未定 神社庁研修所 研修所講師会議 神社庁小会議室
未定 神政連本部 本部長・事務局長会 神社本庁

7

8 水 県神社総代会 総代会監査会 神社庁役員室
8 水 〃 代議員会 神社庁大会議室
8 水 日本会議島根 理事会 〃
8 水 島根県神社庁 関係者大会打合会 神社庁小会議室
8 水 〃 総務委員会（県規程表彰審査） 神社庁役員室
18 土 全国氏青協 全国氏子青年協議会定期大会 静岡県静岡市

未定 島根県神社庁 広報委員会 神社庁小会議室
未定 〃 国民精神昂揚研修会（教化委員総集会） 神社庁大会議室

8

8㈯～ 9/4㈮ 〃 階位検定講習会 神社庁研修室
21 金 〃 監査会 神社庁役員室
21 金 〃 役員会 〃
27 木 〃 広島県神社関係者大会 広島県

未定 中国地区神社庁 中国地区教化会議 鳥取県

9

7㈪～ 11㈮ 〃 中国地区中堅神職研修（乙） 岡山県
8 火 全国神社総代会 全国神社総代会大会 和歌山県
9 水 島根県神社庁 島根県神社関係者大会 出雲市
17 木 神宮 神宮大麻暦頒布始奉告祭 内宮神楽殿
24 木 島根県神社庁 正副庁長会 神社庁役員室

25 金 〃 神宮大麻暦頒布始奉告祭
（祭員・奏楽→石見地区） 神社庁神殿

25 金 〃 支部長会 神社庁小会議室
25 金 〃 総務委員会（本庁表彰審査） 神社庁役員室
28 月 山口県神社庁 山口県神社関係者大会 山口市
29 火 全国敬神婦人会 全国敬神婦人会大会 未定

未定 神社本庁 神宮大麻頒布暦秋季推進会議 神宮会館
未定 〃 神宮崇敬会事務局長会 〃
未定 〃 神社庁長会 神宮司庁
未定 〃 ｢皇室｣普及委員会 〃
未定 県氏青協 島根県氏子青年協議会定期大会

10

15 木 神宮 神宮初穂曳 神宮
17 土 大社國學館 大社國學館大祭 大社國學館

未定 神社本庁 評議員会 神社本庁
未定 島根県神社庁 神宮大麻発送 各支部へ
未定 〃 広報委員会 神社庁小会議室

11

11 水 〃 祭祀委員会 〃

12 木 〃
例祭・新嘗祭

（祭員→庁長・祭祀委員・神青・女子神、
 奏楽→出雲地区）

神社庁神殿

17 火 〃 総務委員会 神社庁役員室
17 火 〃 教化委員会 神社庁小会議室

未定 中国地区神社庁 中国地区職員研修 山口県
未定 神社本庁 全国教化会議 神社本庁

12

9 水 島根県神社庁 正副庁長会 神社庁役員室
10 木 〃 役員会 〃
10 木 〃 身分選考委員会 〃
10 木 〃 研修所企画会議 〃
28 月 〃 御用納祭 神社庁神殿

未定 〃 広報委員会 神社庁小会議室
未定 県敬神婦人会 総会 未定
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令和８年  島根県神社庁  年間行事予定表
月 日 曜 主催 行事 場所

1

5 月 島根県神社庁 御用始祭 神社庁神殿
22 木 〃 正副庁長会 神社庁役員室
22 木 〃 役員会 〃
22 木 〃 神社庁新年互礼会 武志山荘

23 金 島根県神社庁 新年祭
（祭員・奏楽→出雲地区） 神社庁神殿

23 金 神社庁研修所 研修所講師会議 神社庁小会議室
24 土 〃 支部祭式助教研修会 神社庁祭式教室

2

8 日 県神青協 竹島領土平安祈願祭 神社庁神殿
11 水 日本会議島根 建国記念の日奉祝行事 未定

14㈯～ 15㈰ 神社庁研修所 初任神職研修（前期） 神社庁研修室
22 日 島根県 竹島の日記念式典 島根県民会館

25㈬～ 26㈭ 中国地区神社庁 中国地区神社庁連絡会議 岡山県主管

27 金 島根県神社庁 祈年祭・神宮大麻暦頒布終了奉告祭
（祭員・奏楽→石見地区） 神社庁神殿

27 金 〃 支部長会 神社庁小会議室
27 金 〃 運営検討委員会 神社庁役員室

3

1㈰～ 3㈫ 県教化委員会出雲部会 出雲部参宮（第１班） 伊勢市
5 木 神宮 神宮大麻暦頒布終了奉告祭 内宮神楽殿

8㈰～ 10㈫ 県教化委員会出雲部会 出雲部参宮（第２班） 伊勢市
16 月 神社庁長懇話会 神社庁長懇話会 神社本庁
17 火 神社本庁 神社庁長会 〃
17 火 大社國學館 卒業式 大社國學館

未定 神社本庁 神宮大麻暦頒布春季推進会議 神宮会館
未定 〃 ｢皇室｣普及委員会 神社本庁

4

17 金 大社國學館 入学式 大社國學館
14 火 島根県神社庁 広報委員会 神社庁小会議室

18㈯～ 19㈰ 神社庁研修所 初任神職研修（後期） 神社庁研修室
22 水 〃 岡山県神社関係者大会 岡山県

未定 全国神社総代会 総代会幹部研修会 未定

5

11㈪～ 15㈮ 中国地区神社庁 中国地区中堅神職研修（甲） 山口県
14 木 出雲大社 出雲大社例大祭 出雲大社
19 火 全国神社総代会 代議員会 神社本庁
20 水 神社本庁 神社本庁設立八十周年記念式典 明治記念館

21㈭～ 22㈮ 〃 評議員会 神社本庁
22 金 〃 班幣式・神社庁長会 〃

未定 島根県神社庁（院友神職会） 在京院友神職・学生懇親会 東京

6

3 水 島根県神社庁 総務委員会 神社庁役員室
3 水 〃 教化委員会 神社庁小会議室
5 金 神宮 評議員会 神宮会館
9 火 神政連本部 中央委員会 神社本庁

9㈫～ 10㈬ 神社本庁 事務担当者会 〃
17 水 島根県神社庁 正副庁長会 神社庁役員室
18 木 〃 役員会 〃
18 木 〃 身分選考委員会 〃
24 水 〃 支部長会 神社庁小会議室
24 水 神政連県本部 代議員会 神社庁第二研修室
25 木 島根県神社庁 協議員会 神社庁大会議室
28 日 日本文化興隆財団 全国神社検定 神社庁研修室
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【
主　
　

催
】　

島
根
県
神
社
庁
研
修
所

【
期　
　

日
】　
（
前
期
）　

令
和
八
年
二
月
十
四
日
（
土
）
～
十
五
日
（
日
）

（
後
期
）　

令
和
八
年
四
月
十
八
日
（
土
）
～
十
九
日
（
日
）

※
四
日
間
研
修
を
右
二
日
間
ず
つ
分
割
実
施
す
る
。

【
会　
　

場
】 『
島
根
県
神
社
庁
』 

島
根
県
出
雲
市
大
社
町
杵
築
東
二
八
六
番
地

【
目　
　

的
】　

神
社
本
庁
研
修
規
程
に
基
づ
き
、
新
た
に
任
用
さ
れ
た
神
職
に

対
し
、
神
社
本
庁･

神
社
庁
の
組
織
を
明
確
に
せ
し
め
、
本
庁

包
括
下
の
神
職
と
し
て
の
自
覚
と
連
帯
感
を
養
う
。              

　
　
　
　
　
　

神
職
任
用
後
五
年
以
内
に
修
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
修
研

修
で
す
。

※
参
考　

神
社
本
庁
総
合
研
究
所
研
修
規
程
施
行
細
則　

第
二

条
三
号

【
参
加
資
格
】　

階
位
を
有
し
、
昭
和
五
十
年
七
月
一
日
以
降
に
宮
司
（
代
務

者
）・
祢
宜
・
権
祢
宜
・
主
典
な
ど
に
任
用
さ
れ
た
者

【
募
集
人
員
】　

二
十
名
程
度

【
申
込
方
法
】

○
島
根
県
神
社
庁
研
修
所
入
所
申
込
書

○
履
歴
書

○
書
籍
申
込
書

※
申
込
内
容
は
各
自
で
把
握
出
来
る
よ
う
に
コ
ピ
ー
等
、
控
え

て
お
い
て
下
さ
い
。

○
角
三
封
筒
（
Ｂ
５
サ
イ
ズ
の
封
筒
）

※
一
八
〇
円
切
手
を
貼
付
し
、
本
人
の
住
所
・
氏
名
を
記
入
し

て
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
二
十
日
（
火
）
ま
で
に
神
社
庁
必
着
で
お
願
い

し
ま
す
。

【
入
所
許
可
】　

入
所
申
込
者
に
対
し
て
書
類
選
考
を
行
い
、
入
所
許
可
を
通
知

し
ま
す
。

※
な
お
、
入
所
許
可
の
通
知
に
併
せ
て
『
研
修
生
名
簿
』、『
研

修
生
活
の
栞
』
を
送
付
し
ま
す
。

【
必
要
経
費
】　

研
修
費　

二
〇
、〇
〇
〇
円

　
　
　
　
　
　

教
科
書
代　

申
し
込
み
に
よ
る
教
科
書
代
金

【
準
備
品
】　

研
修
開
催
ま
で
に
左
記
の
通
り
準
備
し
て
下
さ
い
。　

○
白
衣　

○
白
袴　

○
白
足
袋　

○
笏
（
女
子
は
ボ
ン
ボ
リ
）

○
白
緒
草
履
二
足
（
上
履
・
下
履
）

○
白
手
ぬ
ぐ
い（
白
ハ
ン
カ
チ
）

※
白
足
袋
・
白
緒
草
履
は
神
社
庁
で
購
入
す
る
こ
と
も
出
来
ま
す
。

各
教
科
指
定
教
科
書
（
今
回
書
籍
を
申
込
さ
れ
た
方
は
、
研
修

初
日
に
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。）

【
宿
泊
施
設
】　

諸
事
情
に
よ
り
合
宿
は
行
わ
ず
通
講
制
と
い
た
し
ま
す
。

宿
泊
が
必
要
な
方
は
各
自
手
配
願
い
ま
す
。

【
研
修
科
目
】

【
そ
の
他
】　

・
研
修
期
間
中
の
欠
席
は
い
か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
一
切

認
め
ま
せ
ん
。

・
不
明
な
点
は
神
社
庁
ま
で
連
絡
し
て
下
さ
い
。

提
出
書
類

申
込
締
切

教
科
書

初
任
神
職
研
修

装
束
類

島
根
県
神
社
庁

住　

所　

〒
六
九
九
‐
〇
七
〇
一

　
　
　
　

島
根
県
出
雲
市
大
社
町
杵
築
東
二
八
六
番
地

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
八
五
三-

五
三-

二
一
四
九

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
八
五
三-

五
三-

二
五
八
二

研
修
科
目

時
限

研
修
科
目

時
限

神
宮
史
概
説

３

神
社
本
庁
憲
章

３

敬
神
生
活
の
綱
領

３

神
社
本
庁
史（
神
社
庁
史
）

５

神
社
実
務

５

祭
祀
関
係
実
技

３

伊
勢
の
神
宮
と
出
雲
大
社
～
次
代
へ
受
け
継
ぐ
悠
久
の
神
話
と
祭
儀
～

３
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【
主　
　

催
】　

島
根
県
神
社
庁
研
修
所

【
期　
　

日
】　

令
和
八
年
一
月
二
十
四
日
（
土
）　

午
前
九
時
よ
り
受
付

【
会　
　

場
】 『
島
根
県
神
社
庁
』 

島
根
県
出
雲
市
大
社
町
杵
築
東
二
八
六
番
地

【
目　
　

的
】　

支
部
祭
式
助
教
の
研
鑽
と
祭
式
指
導
者
養
成
を
は
か
る
た
め
。

【
参
加
資
格
】　

支
部
祭
式
助
教
、
そ
の
他
今
後
祭
式
指
導
者
と
し
て
適
任
と
支

部
長
が
認
め
推
薦
す
る
者
。

【
募
集
人
員
】　

二
〇
名
程
度
予
定（
各
支
部
原
則
一
名
の
参
加
を
奨
励
し
ま
す
。）

※
支
部
二
名
以
上
の
参
加
を
希
望
の
場
合
、
申
込
締
切
時
点
で

の
参
加
状
況
に
よ
り
、
参
加
可
能
で
あ　

れ
ば
ご
連
絡
致
し

ま
す
。（
二
名
以
上
参
加
希
望
の
場
合
は
、
優
先
順
位
を
記

入
願
い
ま
す
）

【
申
込
方
法
】

研
修
申
込
書

令
和
八
年
一
月
十
六
日
（
金
）
ま
で
に
神
社
庁
必
着
で
お
願
い

し
ま
す
。

【
必
要
経
費
】

三
、〇
〇
〇
円

※
別
途
教
本
代　

申
し
込
み
に
よ
る
教
科
書
代
金
。

※
同
封
振
込
用
紙
に
て
申
込
時
に
納
付
下
さ
い
。

【
準
備
品
】　

研
修
会
開
催
ま
で
に
左
記
の
通
り
準
備
し
て
下
さ
い
。

○
白
衣　

○
白
袴　

○
白
足
袋　

○
笏
（
女
子
は
ボ
ン
ボ
リ
）

○
白
緒
草
履
一
足
（
下
履
）

○
白
手
ぬ
ぐ
い
（
白
ハ
ン
カ
チ
）

※
白
足
袋
・
白
緒
草
履
は
神
社
庁
で
購
入
す
る
こ
と
も
出
来
ま
す
。

○
令
和
七
年
改
訂
版　

神
社
祭
式
同
行
事
作
法
解
説

　
（
令
和
七
年
初
版
）　

二
、二
〇
〇
円

○
平
成
二
十
年
改
訂
版　

神
社
祭
祀
関
係
規
程

　
（
平
成
二
十
四
年
改
訂
五
版
）　

一
、一
〇
〇
円

※
改
訂
版
以
前
の
も
の
と
は
内
容
が
大
幅
に
変
わ
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
必
ず
改
訂
版
を
ご
用
意
下
さ
い
。

【
日　
　

程
】

【
そ
の
他
】　

感
染
症
対
策
に
つ
い
て

・
研
修
生
の
皆
様
に
は
受
講
に
際
し
、
次
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

１
、
発
熱
等
風
邪
の
症
状
が
見
ら
れ
る
場
合
は
、
受
講
を
見
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

２
、
受
講
に
あ
た
っ
て
は
、
感
染
予
防
策
に
ご
協
力
下
さ
い
。

３
、
研
修
中
に
窓
を
開
放
し
自
然
換
気
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
十
分
な
寒
さ
対
策
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

・
ご
不
明
点
は
神
社
庁
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

研
修
費

提
出
書
類

申
込
締
切

教
科
書

支
部
祭
式
助
教
研
修
会

島
根
県
神
社
庁

　

電
話
番
号　

〇
八
五
三
（
五
三
）
二
一
四
九

装
束
類

日　　程 時刻

受付・改服
9：30

10：00

12：00

13：00

15：00

15：10

17：10

17：30

開講式

祭式研修
（基本作法の指導方法）

昼食・休憩

祭式研修
（小祭式）

休　憩

祭式研修
（小祭式）

閉講式

解　散
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ど
現
地
に
行
っ
て
お
祭
り
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
す
が
、
時
代
が
移
る
と
と
も
に

家
の
主
人
は
近
く
の
町
に
出
て
働
く
こ
と
が

多
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
人
た
ち
は
「
弁
当

産
業
が
一
番
で
す
」
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
弁
当
を
バ
イ
ク
に
縛
っ
て
仕
事
に
出

る
こ
と
を
冗
談
ま
じ
り
に
言
っ
た
も
の
だ
と

思
い
ま
す
が
、
農
家
の
人
も
徐
々
に
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
化
し
、
家
に
行
っ
て
も
高
齢
者
ば

か
り
が
留
守
番
を
し
て
い
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
家
祭
の
継
続
が
困
難
に
な
っ
て
父
は

父
な
り
に
苦
労
し
た
と
思
い
ま
す
が
、
祭
祀

の
継
続
を
第
一
と
考
え
「
荒
神
祭
、
水
神
祭
」

を
年
末
の
日
曜
日
に
一
括
し
て
社
頭
で
執
り

行
う
こ
と
に
踏
み
切
り
ま
し
た
。

一
方
私
は
勤
め
て
い
た
福
祉
関
係
の
仕
事

の
か
た
わ
ら
父
を
助
け
、
竹
切
り
、
御
幣
作

り
、
シ
ボ
作
り
を
ほ
ぼ
自
分
一
人
で
す
る
よ

う
に
し
ま
し
た
。
シ
ボ
に
入
れ
る
赤
飯
も
我

が
家
で
炊
き
上
げ
、
一
切
を
拝
殿
に
並
べ
、

予
め
葉
書
で
案
内
し
た
氏
子
さ
ん
に
集
ま
っ

て
い
た
だ
き
祝
詞
を
奏
上
し
、
お
持
ち
帰
り

の
上
お
納
め
い
た
だ
く
と
い
う
方
針
を
ご
理

解
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
氏
子
さ

令
和
八
年
・
皇
紀
二
六
八
六
年

午
年
生
ま
れ
の
方
々

年
頭
の

所
感

年
頭
の

所
感

年
頭
の

所
感

今
年
は
午
年
で
す
が
、

取
り
立
て
て
午
年
に

ま
つ
わ
る
話
題
も
持
た

な
い
私
は
勿
論
ウ
マ
ほ

ど
の
馬
力
も
な
く
、
宮
司
で
あ
る
父
の
方
針

に
従
っ
て
神
明
奉
仕
を
し
て
い
る
者
に
過
ぎ

ま
せ
ん
。
こ
の
た
び
原
稿
依
頼
を
受
け
て
、

も
し
も
私
の
経
験
が
宮
司
の
後
継
者
と
し
て

同
じ
立
場
に
あ
る
神
職
の
方
々
の
参
考
に
な

れ
ば
幸
い
と
思
っ
て
筆
を
執
り
ま
し
た
。

父
は
三
十
代
半
ば
で
祖
父
か
ら
宮
司
職
を

受
け
継
い
だ
時
、
神
職
以
外
に
法
的
な
業
務

の
事
務
所
を
持
ち
兼
業
し
て
い
ま
し
た
。
社

頭
の
祭
祀
だ
け
で
な
く
氏
子
さ
ん
の
家
に

祀
っ
て
あ
る
屋
敷
荒
神
・
水
神
・
山
の
神
な

ん
は
安
心
し
て
仕
事
に
出
る
こ
と
が
出
来
る

よ
う
に
な
り
、
父
は
家
毎
の
直
会
に
招
か
れ

る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
の
で
随
分
楽
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
方
が

あ
る
で
し
ょ
う
が
、
だ
ん
だ
ん
廃
れ
て
い
く

家
祭
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
出
来
れ
ば
幸
い

で
あ
り
、
宮
司
の
跡
を
継
ぐ
兼
業
神
職
と
し

て
の
私
に
と
っ
て
は
正
直
あ
り
が
た
い
こ
と

で
す
。
今
後
も
こ
の
習
慣
を
続
け
て
い
き
た

い
と
思
う
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
沿
っ

た
神
社
活
動
の
工
夫
の
大
切
さ
を
改
め
て
感

じ
た
次
第
で
す
。
未
熟
者
ゆ
え
思
い
の
至
ら

な
い
点
が
多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
先

輩
諸
氏
の
ご
指
導
を
賜
り
な
が
ら
成
長
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

錦に
し

織こ
お
り

恵け
い

介す
け

（
昭
和
四
十
一
年 

生
）

阿
須
伎
神
社　

祢
宜

出
雲
市
大
社
町

シボ



第368号（令和８年１月25日）（9） 庁 報

り
な
ど
、
新
し
い
物
事
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、

稲
成
信
仰
を
多
く
の
方
々
に
知
っ
て
頂
け
る

よ
う
、
日
々
の
神
明
奉
仕
に
邁
進
す
る
所
存

で
す
。

結
び
に
あ
た
り
各
御
社
の
ご
発
展
と
皆
様

方
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
新
年
の
ご

挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

新
春
の
お
慶
び
を
申

し
上
げ
ま
す
と
共
に
、

皇
室
の
弥
栄
並
び
に
神

宮
を
始
め
県
内
各
神
社

の
ご
隆
昌
と
氏
子
崇
敬
者
様
方
の
ご
多
幸
を

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
戦
後
八
十
年
の
節
目
の
年
で
あ
り
、

ま
た
、
秋
篠
宮
悠
仁
親
王
殿
下
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
加
冠
の
儀
を
滞
り
な
く
執
り
行
わ

れ
、
晴
れ
て
青
年
皇
族
に
列
せ
ら
れ
た
年
で

し
た
。

ま
た
、
令
和
七
年
は
私
事
で
は
あ
り
ま
す

が
、
娘
が
生
ま
れ
た
の
で
、
忘
れ
る
事
の
な

い
年
と
な
り
ま
し
た
。

本
年
は
、
午
年
と
い
う
事
で
、
行
動
力
が

活
発
に
な
る
年
、
何
か
新
し
い
事
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
す
る
年
と
し
て
古
く
か
ら
言
い
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
我
々
の
先
祖
や
諸
先
輩
が

守
っ
て
こ
ら
れ
た
古
き
良
き
日
本
の
伝
統
や

風
俗
を
守
り
つ
つ
、
時
代
に
寄
り
添
っ
て
、

崇
敬
者
の
方
々
が
お
参
り
し
や
す
い
神
社
作

顕
著
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
感
じ
ま
し
た
。

隠
岐
の
島
は
離
島
で
あ
り
、
別
の
地
域
の

人
手
を
頼
る
と
し
て
も
島
の
中
で
物
事
を
完

結
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
内
で
行
っ
て
き
た
特
色
の
あ
る

神
事
を
「
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
形
で
続

け
て
い
き
た
い
」「
次
の
世
代
に
繋
げ
て
い

き
た
い
」
と
い
う
強
い
思
い
の
中
、
氏
子
の

皆
様
に
は
な
ん
と
か
形
を
保
っ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

一
方
で
、
人
手
不
足
に
つ
い
て
は
ど
の
地

域
に
お
い
て
も
大
き
な
課
題
で
は
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
神
社
や
地
域
に
対
す
る
「
な
ん
と

か
し
た
い
」
と
い
う
想
い
か
ら
生
ま
れ
る
大

き
な
力
は
、
神
道
の
持
つ
大
き
な
可
能
性
と

考
え
る
事
が
で
き
ま
す
。
私
は
神
職
と
し
て

奉
仕
す
る
こ
と
で
氏
神
様
の
御
神
徳
を
氏
子

の
皆
様
と
と
も
に
共
有
し
、
神
社
や
地
域
に

対
す
る
こ
の
「
想
い
」
を
保
つ
お
手
伝
い
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
地
域
活
性
化
に
貢

献
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

本
年
も
皆
様
に
良
き
年
と
な
る
こ
と
を
祈

念
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

あ
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

謹
ん
で
皇
室
の
弥
栄

と
神
宮
を
は
じ
め
県
内

各
神
社
の
御
隆
昌
と
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
の

ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
こ
れ
ま
で
助
勤
経
験
の
な
い
神
社

に
ご
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
多
い
年

で
し
た
。
各
地
域
の
祭
典
に
ご
奉
仕
さ
せ
て

い
た
だ
く
中
で
、
改
め
て
神
社
の
運
営
が
各

地
域
の
皆
様
の
ご
尽
力
に
よ
り
保
た
れ
て
い

る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
と
同
時
に
祭
典
に
つ
い
て
は
人
手
不
足
が

野の

津つ

哲さ
と

志し

（
昭
和
五
十
三
年 

生
）

賀
茂
那
備
神
社　

権
祢
宜

隠
岐
の
島
町
加
茂

⻆す
み

河が
わ

平な
り

彬あ
き

（
平
成
二
年 

生
）

太
皷
谷
稲
成
神
社　

権
宮
司

鹿
足
郡
津
和
野
町
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十
一
月
十
二
日
神
社
庁
神

殿
に
お
い
て
表
彰
状
感
謝
状

伝
達
式
が
役
員
支
部
長
総
代

参
列
の
も
と
挙
行
さ
れ
た
。

忌
部
庁
長
よ
り
表
彰
状
並
び

に
感
謝
状
が
伝
達
さ
れ
た
。

例祭 併せ新嘗祭

十
一
月
十
二
日
神
社
庁
神
殿
に
お
い
て
例
祭
併
せ
新
嘗

祭
が
青
木
顧
問
他
役
員
支
部
長
及
び
関
係
者
参
列
の
も
と

斎
行
さ
れ
た
。

祭
典
奉
仕
者

斎
　
主　

忌
部　

正
孝
（
庁
長
）

副
斎
主　

森　
　

眞
史
（
祭
祀
委
員
）

祭
　
員　

野
上　

郁
子
（
祭
祀
委
員
）

祭
　
員　

金
築　

知
宏
（
祭
祀
委
員
）

祭
　
員　

錦
田　

充
子
（
女
子
神
職
会
・
簸
川
支
部
）

奏
　
楽　

牛
尾　

禎
竝
（
浜
田
支
部
）

奏
　
楽　

牛
尾　

麻
衣
（
浜
田
支
部
）

典
　
儀　

牛
尾　
　

充
（
祭
祀
委
員
長
）

神
社
庁
祭
式
講
師
並
助
教
を
委
嘱

講
師　

牛
　
尾
　
　
　
充　

濱
田
護
國
神
社　

宮
司　
　

再
任

講
師　

森
　
　
　
眞
　
史　

野
代
神
社　
　
　

宮
司　
　

新
任

講
師　

野
　
上
　
郁
　
子　

八
幡
宮　
　
　
　

宮
司　
　

新
任

助
教　

金
　
築
　
知
　
宏　

島
根
県
神
社
庁　

参
事　
　

再
任

任
期　

令
和
七
年
十
一
月
一
日
～
令
和
十
年
十
月
三
十
一
日
迄

神
社
庁
錬
成
行
事
道
彦
並
助
彦
を
委
嘱

道
彦　

中
　
田
　
宏
　
記　

物
部
神
社　
　
　

宮
司　
　

再
任

道
彦　

喜
和
田
　
公
　
二　

出
雲
大
社　
　
　

祢
宜　
　

再
任

助
彦　

藤
　
井
　
忠
　
美　

出
雲
大
社　
　
　

権
祢
宜　

再
任

助
彦　

古
　
瀨
　
智
　
彦　

出
雲
大
社　
　
　

権
祢
宜　

新
任

任
期　

令
和
七
年
十
一
月
一
日
～
令
和
十
年
十
月
三
十
一
日
迄

表
彰
状
感
謝
状

伝
達
式

表
彰
状
感
謝
状

伝
達
式
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十
一
月
二
十
六
日
に
島
根
県
敬
神

婦
人
会
（
会
長　

千
家
礼
子
）
総
会

が
濱
田
護
國
神
社
で
開
催
さ
れ
た
。

　

牛
尾
副
庁
長
他
来
賓
並
び
に
会
員

約
七
十
名
が
参
加
し
た
。

島根県敬神婦人会総会

大社國學館入学案内
《所在地・照会先電話番号》

　大社國學館
　〒699-0701  島根県出雲市大社町杵築東283
　電話　０８５３−５３−２０２０

《募集人員》
　普通課程Ⅱ類（本科生）　15名
　　　　同　　　（選科生）若干名
　予　　　　科（別科生）若干名

 詳細は直接大社國學館までお問い合わせ下さい。

《入学試験日・内容》
　●第１次　令和８年２月20日（金）
　●第２次　令和８年３月21日（土）
　●第３次　令和８年４月10日（金）
　筆記試験（国語・国史・作文）及び面接

《出願手続締切》
　●第１次　令和８年２月15日（日）
　●第２次　令和８年３月16日（月）
　●第３次　令和８年４月５日（日）
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庁
舎
清
掃
奉
仕

庁
舎
清
掃
奉
仕

奉

納

品

太鼓バチ　一組
飯石支部

天満宮　宮司　池田匡史様

誠にありがとう

ございました

注連縄（神殿入口２本、神饌所入口１本）

益田市遠田町 大石信男様

手水舎注連縄
教化委員会石見部会

十
一
月
五
日
（
水
）
島
根
県
神
道
青
年
協
議
会
（
会
長　

諏
訪

邊
裕
之
）
並
び
に
島
根
県
女
子
神
職
会
（
会
長　

古
瀬
真
由
美
）

の
第
十
八
回
合
同
庁
舎
清
掃
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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任
免

発
令
月
日

奉
職
神
社
名

鎮
　
座
　
地

本
務

兼
務

職
　
名

氏
　
　
名

任
７
・
11
・
1
髙
田
八
幡
宮
大
田
市
三
瓶
町

本
祢

宜
村
田
真
有
美

任
７
・
11
・
1

〃

　
　

〃

本
権
祢
宜
鈴
木　

柚
陽

任
７
・
12
・
1
八

幡

宮
益
田
市
喜
阿
弥
町

兼
宮

司
綾
部　

常
美

任
７
・
12
・
1
柿
本
神
社
益
田
市
戸
田
町

本
祢

宜
綾
部　

未
央

任
７
・
12
・
20
峴

神

社
出
雲
市
万
田
町

兼
宮

司
佐
々
木
尊
彦

任
７
・
12
・
20

〃

　
　

〃

兼
祢

宜
持
田
金
次
郎

神

職

任

免
（
令
和
７
年
11
月
１
日
〜
令
和
７
年
12
月
31
日
）

11
月
6
日
～
7
日　

中
国
地
区
神
社
庁
職
員
研
修
会　

於　

広
島
県
（
職
員
参
加
）

11
月
12
日　

神
社
庁
例
祭
併
せ
新
嘗
祭　

斎
主　

忌
部
庁
長

　

〃　
　

表
彰
状
・
感
謝
状
伝
達
式

　

〃　
　

運
営
検
討
委
員
会

11
月
14
日　

神
社
総
代
会
出
雲
部
会
理
事
会　

於　

神
社
庁

11
月
16
日　

須
佐
神
社
正
遷
座
祭　

於　

須
佐
神
社
（
忌
部
庁
長
参
列
）

11
月
17
日　

須
佐
神
社
遷
宮
奉
幣
祭　

於　

須
佐
神
社
（
本
庁
使
忌
部
庁
長
、
随
員
金

築
参
事
）

11
月
18
日　

総
務
委
員
会

　

〃　
　

教
化
委
員
会

　

〃　
　

第
61
回
那
賀
支
部
関
係
者
大
会　

於　

鈴
欄
別
館
（
牛
尾
副
庁
長
出
席
）

11
月
24
日　

須
佐
神
社
正
遷
座
祭
直
会　

於　

須
佐
神
社
（
小
野
副
庁
長
出
席
）

11
月
26
日　

島
根
県
敬
神
婦
人
会
総
会　

於　

濱
田
護
國
神
社
（
牛
尾
副
庁
長
出
席
）

11
月
27
日
～
28
日　

全
国
教
化
会
議　

於　

本
庁
（
宮
能
教
化
委
員
長
、
平
林
録
事

出
席
）

12
月
3
日　

第
46
回
島
根
県
神
社
総
代
会
石
見
部
会
総
会　

於　

三
隅
神
社
（
牛
尾
副

庁
長
出
席
）

12
月
8
日　

正
・
副
庁
長
会

12
月
9
日　

役
員
会

　

〃　
　

身
分
選
考
委
員
会

　

〃　
　

研
修
所
運
営
企
画
会
議

　

〃　
　

階
位
検
定
講
習
会
運
営
企
画
委
員
会

　

〃　
　

教
化
委
員
会
石
見
部
会
理
事
会　

於　

鈴
欄
別
館
（
牛
尾
副
庁
長
出
席
）

12
月
11
日　

広
報
委
員
会

12
月
26
日　

ご
用
納
祭

庁

務

日

誌
（
令
和
７
年
11
月
～
12
月
）

神 職 帰 幽
浜
田
市
三
隅
町　

八
幡
宮　

宮
司　
　
　
　
　

串　

崎　

紀　

典

令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日　

享
年
七
十
五

謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

島
根
県
神
社
庁
長　

忌　

部　

正　

孝

写　真
送り先

〒
六
九
九‐

〇
七
〇
一 

出
雲
市
大
社
町
杵
築
東
二
八
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　島
根
県
神
社
庁 

録
事 

高
見
幸
子
　あ
て

Ｅ
メ
ー
ル
　takam

i@
shim

ane-jinjacho.or.jp随
時
募
集
中

※
 

神
社
名
、神
事・行
事
名
や
所
在
地
、

　 提
供
者
の
お
名
前
を
記
載
の
上
、 お
送
り
下
さ
い
。

神
社
の
社
殿
、神
事・神
賑
行
事
、神
社
を
含
む
四
季
折
々
の
風
景
な
ど
、

様
々
な
お
写
真
を
募
集
し
ま
す
。

神社フォト
ギャラリー
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健た
け
る
べ
お
み
こ
み
の
み
こ
と

部
臣
古
彌
命
。

宮
司
様
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
こ
ち

ら
の
お
社
で
は
、
現
存
最
古
の
出
雲
国
風
土
記

を
引
用
し
た
内
容
の
棟
札
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

１
５
５
１
年
と
１
６
０
４
年
の
も
の
で
、
そ
の
年

代
に
は
風
土
記
の
写
本
が
あ
っ
た
証
拠
と
な
っ
た

そ
う
で
す
。

そ
し
て
こ
ち
ら
の
幣
殿
に
は
三
品
知
子
さ
ん

が
描
か
れ
た
龍
の
絵
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
絵
が
描

か
れ
て
い
る

板
は
近
く
の

阿あ

吾ぐ

神
社
の

銀
杏
の
木
だ

そ
う
で
す
。

生
で
見
る
と

よ
り
迫
力
と

気
品
が
あ
り

ま
し
た
。

出
雲
市
内
風
土
記
神
社
巡
り

出
雲
市
内
の
風
土
記
神
社
巡
り
に
行
っ
て

き
ま
し
た
。

久く

　む

　じ
ん

　じ
ゃ

武
神
社

（
出
雲
市
斐
川
町
出
西
１
８
３
４
番
地
）

出
雲
国
風
土
記
で
は「
久く

牟む

社し
ゃ

」と
し
て
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
祭
神
は
須す

さ
の
お
の
み
こ
と

佐
之
男
命
。

創
立
年
代
は
不
詳
で
す
が
、
元
は
弥
山

に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
四
度
の
移
動
で

江
戸
時
代
中
期
に
今
の
場
所
に
遷
座
さ
れ
た

そ
う
で
す
。

本
殿
は
拝
殿
後
ろ
の
階
段
を
上
が
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
頑
張
っ
て
登
り
ま

し
ょ
う
！

境
内
に
は
出
西
八
幡
宮
も
あ
り
ま
す
。
ご

祭
神
は
誉ほ

ん
だ
わ
け
の
み
こ
と

田
別
命
。
室
町
時
代
に
地
域
の
氏

神
と
し
て
勧
請
さ
れ
ま
し
た
が
、
明
治
三
年

の
政
府
の
方
針
に
従
っ
て
式
内
社
だ
っ
た
久

武
神
社
を
氏
神
と
し
た
の
で
今
は
産
土
神
と

し
て
鎮
座
さ
れ
て
い
る
そ
う
。

私
た
ち
が
お
参
り
し
て
い
る
間
に
も
地

域
の
方
が
お
参
り
に
来
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

令
和
六
年
に
遷
宮
を
さ
れ
て
い
て
、
本
当
に

地
元
の
方
に
大
切
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
な
と

実
感
し
ま
し
た
。

波は

迦か

神じ
ん

社じ
ゃ

（
出
雲
市
斐
川
町
三
絡
２
０
８
番
地
）

出
雲
国
風
土
記
に
は
「
波は

如か

社し
ゃ

」
と
し
て
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
祭
神
は
神

か
む
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

倭
健
命
・

社
☆
ガ
ー
ル
通
信

久武神社　本殿前階段

波迦神社
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石
見
国
一
宮
の
物
部
神
社
で
は
年
間
を
通
し

百
件
を
超
え
る
祭
典
を
奉
仕
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
中
で
、
今
回
は
年
末
年
始
の
祭
典
行
事
に

つ
い
て
記
し
ま
す
。

　

十
二
月
初
旬
、
境
内
の
一
瓶
社
に
て
造
酒
神

事
（
忌
籠
神
事
）
を
行
い
ま
す
。
一
石
の
大
瓶

に
蒸
し
た
米
、
糀
に
神
聖
な
井
戸
水
を
入
れ
、

朝
夕
に
撹
拌
し
て
白
酒
を
造
り
ま
す
。
こ
れ
を

十
九
日
の
庭
火
祭
に
お
供
え
し
、
正
月
の
御
神

酒
と
し
て
皆
様
に
振
る
舞
い
ま
す
。

　

十
二
月
後
半
に
氏
子
総
代
と
と
も
に
煤
払
い

を
行
な
い
、
大
晦
日
の
大
祓
式
、
除
夜
祭
、
御

柱
献
供
式
に
備
え
ま
す
。
御
柱
献
供
式
は
ご
祭

神
で
あ
る
宇
摩
志
麻
遅
命
の
ご
祭
神
と
し
て
の

地
位
を
祝
う
祭
事
で
す
。
こ
の
お
祭
の
特
殊
な

お
供
え
と
し
て
、
ご
本
殿
外
陣
に
一
枚
二
升
の

大
餅
五
枚
を
重
ね
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。（
写

真
あ
り
）
大
餅
の
下
に
ウ
ラ
ジ
ロ
と
ユ
ズ
リ
ハ

を
敷
き
、
そ
の
ま
わ
り
に
は
干
し
柿
、
み
か

支
部
だ
よ
り

加か

毛も

利り

神じ
ん

社じ
ゃ

（
出
雲
市
斐
川
町
神
氷
１
７
７
９
番
地
）

出
雲
国
風
土
記
に
は
「
加か

毛も

利り

社し
ゃ

」
と

し
て
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
御
祭
神
は

天あ
ま
つ
ひ
だ
か
ひ
こ
ほ
ほ
で
み
の
み
こ
と

津
日
高
彦
火
火
出
見
命
・
豊と

よ
た
ま
ひ
め
の
み
こ
と

玉
毘
賣
命
・

天あ

ま

つ

ひ

だ

か

ひ

こ

な

ぎ

さ

た

け

津
日
高
日
子
波
限
武
鵜う

が
や
ふ
き
あ
え
ず
の
み
こ
と

草
葺
不
合
命
と

い
う
神
武
天
皇
の
祖
父
母
神
と
父
神
。
ま

た
拝
殿
横
に
は
御み

崎さ
き

さ
ん
と
呼
ば
れ
て
い

る
玉た

ま
よ
り
ひ
め
の
み
こ
と

依
毘
賣
命
と
い
う
神
武
天
皇
の
母
神

も
お
祭
り
さ
れ
て
い
る
場
所
も
あ
り
ま
す
。

こ
ち
ら
の
お
社
に
は
鳥
居
の
代
わ
り
に
石
柱

に
注
連
縄
を
張
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

神
社
の
社
名
の
由
来
は
、
豊
玉
毘
賣
命

が
、
鵜
草
葺
不
合
命
を
ご
出
産
の
際
に
周
り

に
多
く
の
カ
ニ
が
集
ま
り
、
側
に
仕
え
て
い

た
神
が
カ
ニ
を
掃
い
て
お
守
り
し
ま
し
た
。

そ
れ
を
と
て
も
喜
ん
だ
豊
玉
毘
賣
命
は
、
そ

の
神
に
「
蟹
守
」
の
名
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

の
ち
に
「
カ
ニ
モ
リ
→
カ
モ
ン
（
掃
部
）
→

カ
モ
リ
（
加
毛
利
）」
と
変
化
し
て
今
に
至
る

そ
う
で
す
。

近
く
に
は
住
宅
街
も
あ
り
ま
す
が
、
こ

こ
は
木
々
に
囲
ま
れ
た
落
ち
着
い
た
雰
囲
気

の
あ
る
神
社
で
し
た
。

加毛利神社

大
田
支
部

物
部
神
社　

宮
司　

中
田
宏
記
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発
行
日　

令
和
八
年
一
月
二
十
五
日

　

発
行
者　

島
根
県
神
社
庁

　

編　

集　

広
報
委
員
会

　
　

委
員
長　

陶
山　

浩
正　

委　

員　

鳥
居　

正
嗣

　
　
副
委
員
長　

鳥
屋
尾　

浩　

委　

員　

江
角　
　

恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　

員　

石
﨑　

彰
矩

新
し
い
年
を
迎
え
、
謹
ん
で
聖
寿
の
万
歳
と
国

の
隆
昌
を
言
祝
ぎ
、
氏
子
崇
敬
者
の
ご
多
幸
を
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

迎
え
た
る
年
の
干
支
は
丙
午
（
ひ
の
え
・
う
ま
）

で
す
。十
干
と
十
二
支
、そ
れ
ぞ
れ
に
性
格
を
持
っ

て
お
り
、
丙
は
「
陰
陽
」
の
「
陽
」
で
、
「
火
」
を

表
し
ま
す
。
よ
っ
て
、
太
陽
の
よ
う
な
明
る
さ
や

情
熱
、
強
い
意
志
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

午
も
同
じ
く
「
陽
」
の
「
火
」
を
表
し
ま
す
。
行

動
力
や
ス
ピ
ー
ド
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
意
味
し
て
お

り
、
勢
い
が
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。
結
果
、
ど
ち

ら
も
「
陽
」
の
「
火
」
を
表
す
こ
と
か
ら
、「
情

熱
と
行
動
力
で
突
き
進
む
」
や
「
燃
え
盛
る
よ
う

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
道
を
切
り
開
く
」
と
い
っ
た
前

進
す
る
力
強
さ
が
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
一

方
、
勢
い
が
強
す
ぎ
て
歯
止
め
が
効
か
な
い
、
大

き
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
な
ど
、
想
像
も
付
か

な
い
結
果
を
も
た
ら
す
可
能
性
も
秘
め
た
年
回
り

で
も
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

か
く
い
う
小
生
が
奉
仕
す
る
お
社
は
本
年
、本
務

社
が
ご
鎮
座
八
百
年
、
兼
務
社
で
は
正
遷
座
祭
を

迎
え
ま
す
。
干
支
の
力
を
い
た
だ
き
、
情
熱
と
行

動
力
で
突
き
進
み
な
が
ら
も
、
過
ぎ
る
こ
と
無
く
、

無
事
に
こ
の
大
き
な
節
目
を
全
う
し
た
い
と
思
い

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
）

ん
を
九
個
ず

つ
串
に
刺
し

た
も
の
を
お

供
え
し
ま
す
。

こ
の
お
供
え

は
八
日
の
宮

巡
り
が
終
わ

る
ま
で
お
供

え
し
ま
す
。

　

一
月
一
日
午
前
零
時
に
歳
旦
祭
を
執
り
行
い
、

新
し
い
年
が
始
ま
り
ま
す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
特
殊
神
事
と
し
て
は
七
日
の
奉ぶ

射し
ゃ

祭さ
い

が
あ

り
ま
す
。
こ
の
日
、
午
前
六
時
に
七
草
粥
を

お
供
え
す
る
若
菜
御
贄
神
事
、
続
い
て
昭
和
天

皇
祭
遙
拝
式
を
行
な
い
、
午
前
九
時
、
拝
殿
に

て
宮
大
工
の
仕
事
始
め
を
あ
ら
わ
す
斧
始
式
の

後
、
奉
射
祭
を
行
な
い
ま
す
。
奉
射
祭
は
当
社

の
重
要
な
祭
り
の
一
つ
で
、
仲
哀
天
皇
が
弓
矢

を
射
っ
て
新
羅
の
敵
将
塵
輪
を
射
殺
し
た
故

事
に
由
来
し
、
四
方
八
方
の
邪
鬼
を
祓
う
神
事

で
す
。
神
事
後
に
は
弓
道
の
上
達
を
願
い
、
奉

納
弓
道
大
会
が
行
わ
れ
、
大
田
市
弓
友
会
を
始

め
、
地
元
の
中
学
、
高
校
の
弓
道
部
が
参
加
し

て
い
ま
す
。

　

翌
八
日
の
宮
巡
り
は
境
内
外
の
社
の
お
祭
を

行
な
い
、
夕
方
に
大
晦
日
の
御
柱
献
供
式
に
お

供
え
し
た
餅
等
を
下
げ
ま
す
。
主
立
っ
た
正
月

行
事
と
し
て
は
十
五
日
の
小
豆
御
贄
神
事
で
一

段
落
し
ま
す
。

　

そ
の
他
、
多
く
の
古
来
よ
り
伝
わ
る
特
殊
神

事
も
含
め
、
祭
事
の
意
味
を
大
切
に
し
て
後
世

に
伝
え
て
い
く
こ
と
も
大
切
な
神
職
の
使
命
と

し
て
神
明
奉
仕
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

御柱献供式のお供え

奉 射 祭


